
お詫び

と訂正

23ページ「固定資産税の課税明細
書をご確認ください」（右下表内）
負担水準90％未満の本年度の課
税標準額　

▽誤：（前年度の課税標準額＋本
　年度の評価額）×５％　

▼正：前年度の課税標準額＋本年
　度の評価額×５％

「広報うちこ」６月号に
誤りがありました。お
詫びして訂正します。
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内子町職員24年度採用試験を行います
デマンドバス新路線（小田地区）
８月から運行スタート

●共通受験資格
①昭和58年４月２日～平成７年４月１日生ま
　れの人で日本国籍を有する人
②採用と同時に内子町に住民登録し、将来にわ
　たって町内に居住する意志のある人
③地方公務員法第16条の欠格条項に該当しな
　い人
●一次試験
・期日　９月16日（日）
・場所　内子町民会館
※詳しくは申込者に通知します。９月４日（火）
　までに通知が届かない場合はご連絡ください。
※一次試験合格者は後日、指定する期日までに
　健康診断書の提出が必要です。
●二次試験
・期日　10月下旬
・内容　集団討論、面接、音楽実技（保育士のみ）
●採用予定日
　25年４月１日（条件付き採用期間６カ月）
●給与など
　一般行政職（高校卒）初任給　14万100円以上
・給与は「内子町職員の給与に関する条例」な
　どの規定に基づいて支給します。
●共通応募書類
　申込書、履歴書、最終学校卒業（見込み）証明書

●デマンドバスの特徴
　デマンドバスは予約制の乗り合いバスです。町営
バスとは異なり、利用者の予約を受けて運行します。
また車両が小型化され、自宅の近くまで運行できる
ようになります。運行は、町から委託を受けた民間
のタクシー業者が行います。
●利用料金
　デマンドバスの利用料金は、現行の町営バスの路
線運賃と同額です。また新設されるバス停からの運
賃は、もっとも近い既存のバス停からの運賃と同額
になります。
◎利用に慣れるための期間として、新規路線は８月
　中は無料で運行します。（９月から有料運行）

●試験区分、採用予定人数など

区分
一般行政職（初級） 一般技術職

（初級・土木） 保育士 保健師
うち障害者雇用

採用予定人数 ６人 （１人） １人 ３人 １人

職種別
受験資格

身体障害者手帳１～４級の
交付を受けている人で、自
力で通勤でき、介護者なし
に職務を遂行できる人。活
字印刷文での出題や口頭で
の面接試験に対応できる人

土木関係の学科を
卒業した人、また
は 25年３月末日
までに卒業見込み
の人

保育士免許と幼稚
園教諭免許の両方
を有する人、また
は 25年３月末日
までに取得見込み
の人

保健師免許を有す
る人、または 25
年３月末日までに
取得見込みの人

職種別
必要書類 障害者手帳の写し

保育士資格と幼稚
園教諭免許両方の
写し、または取得
見込み証明書

保健師免許の写
し、または取得見
込み証明書

一次試験 教養試験、作文、事務適性検査 教養試験、専門試験、事務適性検査

●申込書の取得方法
①内子町ホームページからダウンロード
　　http://www.town.uchiko.ehime.jp/
②郵便請求
　封筒の表面に「受験申込用紙請求」と朱書き
　し、「職員採用試験申込用紙等請求」と書いた
　用紙に氏名・住所・連絡先（電話番号など）
　を記し、120円分の切手を同封して送付して
　ください。
③窓口請求
　総務課　人事・給与係で配布します。
●応募受付期間
　７月11日（水）～８月10日（金）
※郵送の場合は、封筒表面に「受験申込書在中」
　と朱書きしてください。（８月10日消印有効）
●その他
・受験者が一定程度の成績に達しないときは、
　採用に至らない場合もあります。
・詳細は募集要項をご確認ください。要項は窓
　口またはホームページでご覧になれます。
【応募先・問い合わせ】
内子町役場総務課　人事・給与係
〒７９５－０３９２　内子町平岡甲１６８番地
☎０８９３（４４）６１５０
受付：平日の午前８時30分～午後５時15分

立石自治会館発 小田支所発
第１便 午前  ７時20分（回送）午前  ８時00分
第２便 午前11時30分 午後  ０時10分
第３便 午後  ２時40分 午後  ３時40分（回送）

デマンド立石線 ―月・木曜日運行 ―

臼杵自治会館発 小田支所発
第１便 午前  ８時20分（回送）午前  ９時00分
第２便 午後  ０時30分 午後  １時10分
第３便 午後  ４時40分 午後  ５時20分（回送）

デマンド臼杵・上田渡線 ―火・木曜日運行 ―

中田渡自治会館発 小田支所発
第１便 午前  ８時40分（回送）午前  ９時20分
第２便 午後  ０時50分 午後  １時30分
第３便 午後  ４時50分 午後  ５時30分（回送）

デマンド中田渡・吉野川線 ―月・木曜日運行 ―

上川自治会館発 小田支所発
第１便 午前  ７時10分（回送）午前  ７時50分
第２便 午前11時30分 午後  ０時10分
第３便 午後  ２時50分 午後  ３時30分（回送）

デマンド上川線 ―月・木曜日運行 ―

中川自治会館発 小田支所発
第１便 午前  ７時10分（回送）午前  ７時40分
第２便 午前11時30分 午後  ０時00分
第３便 午後  ２時50分 午後  ３時20分（回送）

デマンド中川・本川線 ―火・木曜日運行 ―

●新規運行路線（５路線）

＊注意＊
・町営バス臼杵線、上川線、立石線は８月から休止します。
・始発時間は目安です。
・予約状況により毎回運行ルートが変わります。
・回送便も予約をすれば乗車できます。
・祝日も運行します。（12月29 ～１月３日を除く）

●利用方法
①まずは事前登録

　予約制のため、事前登録が必要です。登録票は総
務課、内子総合窓口センター、小田支所にあります。
②利用前日までに電話で予約を

○デマンドバス予約センター
立石線、中田渡・吉野川線、中川・本川線
☎フリーダイヤル　０１２０（５６５）５５６
上川線、臼杵・上田渡線
☎フリーダイヤル　０１２０（４５６）７７６
※受付時間は午前７時～午後６時です。
【デマンドバスに関する問い合わせ】
総務課　管財係　☎０８９３（４４）６１５０

町有地（郷の谷工業団地）を公売します

●売却物件　土地（雑種地）、1,744㎡
●所在地番　内子４２７１番地１１
●申込方法　７月31日（火）までに
　担当係へご連絡ください。申込書
　をお渡しします。
●申込締め切り　８月13日（月）

※参加保証金などが必要です。
※公売は抽選で行います。申し込み
　がない場合は常時公募とし、先着
　順に売却します。
【申込・問い合わせ】
総務課　管財係　☎０８９３（４４）６１５０
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　国民年金は、「老齢」「障害」「遺族」の３つの
基礎年金で皆さんの生活を保障しています。し
かし保険料の未納が続くと、これらの年金が受
けられなくなる場合があります。
　経済的な理由などで国民年金保険料を納め
ることが困難な場合は、未納のまま放っておか
ず、保険料の納付が免除・猶予される「保険料
免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」
をご利用ください。
●申請は、原則として毎年度必要です
　免除・猶予の承認期間は、７月～翌年６月で
す。24年度の申請は７月１日から受け付けてい
ます。23年度中にこれらの制度を利用していた
人で、24年度も継続を希望する場合は、再度申
請が必要となりますのでご注意ください。
　なお７月中に申請する場合に限って、前年分
（23年７月～ 24年６月分）も合わせて申請する
ことができます。この場合は申請書を２枚提出

してください。ただし所得などの審査により免
除・猶予されない場合もあります。
　申請手続きは、住民登録をしている市町村の
国民年金担当係で行うことができます。
●「未納」と「免除・猶予」の違い
　国民年金を受給するためには、保険料を納付
した期間（受給資格期間）が一定期間以上ある
ことが要件となっています。免除・猶予期間は
この受給資格期間に算入されますが、未納期間
は算入されません。また免除・猶予を受けた期
間の保険料は、その後10年以内であれば追納
することができますが、未納の場合は２年以内
となります。詳しくは、お問い合わせください。
【問い合わせ】
○住民課　国民年金係　
☎０８９３（４４）６１５２
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５

新年度の保険料免除・猶予の申請は
７月から受け付けを開始します
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●
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（
年
額
）

　 所得割額 　均等割額

限度額

（55万円）

基礎控除後の
総所得金額など

× 8.72％
44,194円 24年度

保険料

限度額

（50万円）

基礎控除後の
総所得金額など

× 7.84％
 41,227円 

※参考
23年度
保険料
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